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第４回 聖籠町教育委員会定例会 議事録 

 

 

日時：令和５年４月 25日（月） ９：30～ 

場所：聖籠町役場３階 第２会議室 

委員出席者 

近藤朗教育長・佐藤政志委員・佐久間千都委員・髙橋真弓委員・髙橋恵委員 

事務局出席者 

須貝教育未来課長・佐藤子ども教育課長・佐藤社会教育課長 

・渡邊図書館長・牧野係長（書記） 

 

○近藤教育長 

＜開会宣言＞ 

これより令和５年第４回定例会を開催いたします。 

はじめに、新しくメンバーが変わっておりますので、全員で自己紹介を行いたい

と思います。（全員自己紹介） 

  本日は傍聴の方が１名おりますので、ご紹介いたします。それでは、私の方から

行政報告いたします。 

 ※行政報告 

・３月、４月の行政報告 

今年度の大きな流れといたしましては、小学校児童の放課後の在り方についての

体制準備、９月開設を目指したいろいろな取り組みが大きな内容になっております。 

また、中学校部活動の地域移行化については、これまで２年間下準備をしてまい

りましたが、それを継続して今年度から試行を始める段階に入っておりまして、そ

れの準備を進めていくということですが、国の動きの都合から、完全に移行する時

期については、微妙に変化してくるであろうという認識であります。 

そのようなことで、関連した打合せを行ってきたところであります。 

以上のことについて、何かご質問等はございますか。（意見なし） 

では、議案に移ります。    

○佐藤委員  

教育委員会会議規則によると、議事録署名委員の指名というものがありますの

で、それをした方がいいですよね。 

○須貝課長  

本日の会議録署名委員は佐久間委員にお願いします。＜佐久間委員承諾＞ 

 ○近藤教育長 

では、議案の方に移ります。承認第１号 専決処分の承認を求めるについてお

願いします。 

○須貝課長 
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承認第１号 専決処分の承認を求めるについて（聖籠町立学校における学校運

営協議会委員の委嘱について） 

 ○近藤教育長 

ご質問等ございますでしょうか。（意見なし） 

承認第１号については承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。承

認いただきました。 

では、続いて、議案第１４号 学校運営協議会委員の任免についてお願いしま

す。 

○須貝教育未来課長  

議案第１４号 学校運営協議会委員の任免について 

○近藤教育長 

これは先ほどの専決処分の内容と同じですか。 

○須貝教育未来課長  

名簿は一緒です。 

○近藤教育長 

先ほどのものは、専決をさせていただいたことについての承認で、今回は委員

の任免について承認いただけるかどうかということでよろしいですか。 

 〇須貝教育未来課長 

   はい。 

○近藤教育長  

わかりました。では、今ほどの議案第１４号 についてご質問等ございますで

しょうか。（意見なし）では、議案第１４号 学校運営協議会委員の任免につい

ては承認いただけますでしょうか。はい、承認いただきました。続いて、議案

第１５号 職員の分限休職処分の決定についてですが、個人情報に関わる部分

ですので、傍聴の方はこの議案の間について一度ご退室いただきます。(傍聴人

退出) 

では、第１５号 職員の分限休職処分の決定についてお願いします。 

 ○佐藤子ども教育課長 

第１５号 職員の分限休職処分の決定について 

 ○近藤教育長 

このことについてご質問ありますでしょうか。 

〇髙橋(真)委員 

   (処分対象職員の状況について質問) 

 〇佐藤子ども教育課長 

   (現状等報告) 

 〇佐藤委員 

   (報告内容について質問) 
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 〇佐藤子ども教育課長 

   （詳細について回答） 

〇近藤教育長 

その他ご質問はございませんでしょうか。 

〇佐藤委員 

   (診断内容について質問) 

 〇佐藤子ども教育課長 

   (回答) 

〇近藤教育長 

よろしかったでしょうか。それでは、第１５号 職員の分限休職処分の決定に

ついてはご承認いただけますでしょうか。(承認の声)承認いただきました。では、

傍聴の方の入室をお願いします。(傍聴人入室) 

つづいて、議案第１６号 聖籠町立図書館協議会委員の任命についてお願いし

ます。 

 〇渡邊図書館長 

  議案第１６号 聖籠町立図書館協議会委員の任命について 

 〇近藤教育長 

  今ほどの説明に対し、何かご質問ございませんか。 

 〇佐藤委員 

   学校運営協議会は専任区分が記載されていましたが、図書館協議会委員の選任

区分について、大元の規定ではどのようになっているか。次回から記載されてい

るとわかりやすい。委員の人選について意見はないが、区分のバランスなど、資

料として記載されているとわかりやすい。 

 〇渡邊図書館長 

  図書館協議会設置条例をもとに委員の選任区分について説明。 

 〇佐藤委員 

   第何号委員とかいういい方はしないということですね。わかりました。 

 〇近藤教育長 

   今の質問に関しまして、各課では各種委員を任命するかと思いますが、それが

どのような規則などによって選任しているかということについてご確認ください

ますようお願いいたします。 

   それでは他にご質問などございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では

議案第１６号 聖籠町立図書館協議会委員の任命についてはご承認いただけます

でしょうか。(承認の声)ありがとうございます。議案第１６号 聖籠町立図書館

協議会委員の任命については承認されました。 

   続いて、議案第 17号 令和４年度聖籠町育英資金貸与者の選考についてですが、

この内容は町民の方の個人情報が含まれますので、誠に申し訳ございませんが、
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傍聴の方はご退室いただきます。(傍聴人退室)はい、では議案第 17号 令和４年

度聖籠町育英資金貸与者の選考についてを議題とします。事務局説明をお願いし

ます。 

 ○佐藤子ども教育課長 

   議案第 17号 令和４年度聖籠町育英資金貸与者の選考について 

 ○近藤教育長 

   今ほどの説明について、ご質問等ございますでしょうか。 

   私からちょっと。(選考者の所得基準に係る算定数値について質問) 

 〇佐藤子ども教育課長 

   (算定数値の算出方法について説明) 

 〇近藤教育長 

   なるほど。わかりました。ご意見の方はいかがですか。 

 〇髙橋(真)委員 

   以前、この制度の改正を行ったと思いますが、所得基準についても改正したの

でしょうか。 

 〇佐藤子ども教育課長 

   前回の改正では返済期間を延長するものであり、借入金額については変わって

いない。審査基準についても従前と同様であり、変わっていません。 

 〇髙橋(真)委員 

   今後、審査基準が変更される予定はあるか。 

 〇佐藤子ども教育課長 

   今のところ基準を変更する予定はないが、他市町村の状況などを踏まえて検討

していくことになるかと思われる。 

 〇髙橋(真) 

   お金があっても借りられるといいかな、と思う人がいるかと。 

 〇佐藤子ども教育課長 

   国や県の制度では成績などが借り入れ条件に出てきますけれど、町ではそうい

ったものはございませんし、比較的借りやすいかと思われます。高額所得者も借

りられるとなると、別の目的に育英資金が使われてしますという懸念もございま

す。あくまでも子どものための制度ですので、ある程度生活に困っている方を対

象としている、という考え方です。 

 〇近藤教育長 

よろしいでしょうか。はい。それでは議案第 17号 令和４年度聖籠町育英資金

貸与者の選考についてご承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。

承認いただけました。 

では、傍聴者の方、ご入室ください。 

   続いては、議案第１８号 聖籠町幼児教育センター設置要綱を制定する告示に
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ついて事務局説明をお願いします。 

 ○須貝教育未来課長 

   議案第１８号 聖籠町幼児教育センター設置要綱を制定する告示について 

 ○近藤教育長 

   では、今ほどの説明に対して、ご質問などございますか。 

〇佐藤委員 

  幼児教育センターが所管する幼稚園はどの園を指すのか。要は公立も私立も含

めて所管するということか。 

〇須貝教育未来課長 

  町内の公立と私立認定こども園すべてです。 

〇佐藤委員 

  公立園は当然町の管理下にあるのでよろしいのですが、私立園も入るというこ

とについて、私立側とは協力体制にあるということでしょうか。 

〇須貝教育未来課長 

  幼児教育の推進について、国の方針で施設類型に問わず、地域全体で体制の構

築と推進を進めることとされているため、私立園も含めた体制で行っていきます。 

〇近藤教育長 

 当然、私立園には私立園の経営方針がございますので、あくまでの職員の幼児

教育に対する資質能力の向上という観点で、センターが中心となって取り組みな

どを行っていくということになっております。 

他にご質問はございませんか。では、議案第１８号 聖籠町幼児教育センター

設置要綱を制定する告示についてはご承認いただけますでしょうか。（全員承認）

ありがとうございます。議案第１８号 聖籠町幼児教育センター設置要綱を制定

する告示についてはご承認いただきました。 

  以上で、議案の審議を終わります。次に定例報告に入ります。新任の方にとって

は専門用語もあったりして、何を言っているかわからないこともあろうかと思いま

す。簡潔に説明してもらいますので、また、資料をもって説明省略という場合もご

ざいますので、その辺はご了解いただければと思います。 

 

 ＜以下、定例報告要旨＞ 

〇須貝教育未来課長 

  定例報告 

  ・実績報告と実施計画について 

  ・３月の勤務状況について 

  ・３月の懲戒処分について 

  ・新型コロナウイルス感染症への対応について 

  ・学校別進学者数一覧について 
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  ・教育未来課職務分担について 

  ・令和５年度聖籠町研究主任研修会について 

  ・令和５年度指導主事学校訪問について 

  ・放課後子ども教室について 

  ・令和４年度フレンドルームの通室状況について 

  ・ヒヤリハットについて 

〇佐藤子ども教育課長 

  ・令和５年度子ども教育課職務分担について 

  ・令和５年度子ども教育課工事・修繕予定表について 

  ・低所得の子育て世帯に対する特別給付金について 

  ・学校給食費の収支状況について 

〇佐藤社会教育課長 

  ・実施報告と実施計画について 

  ・社会教育だより掲載内容について 

  ・令和５年度社会教育課職務分担について 

  ・週末体験くらぶ年間事業計画について 

〇渡邊図書館長 

  ・事業実績及び今後の予定について 

  ・３月図書館利用状況について 

  ・令和５年度図書館職務分担について 

 ＜定例報告に係る主な意見＞ 

  ・提出資料について、数値だけではなくグラフ化や年度ごとの対比などを「みえ

る化」することで、分析しやすく、意見しやすい資料であることを望む。 

  ・委員が個人的に知っている情報と、提出資料に若干の違いがあるように見受け

られる。(詳細は後日確認) 

 

その他  

 〇近藤教育長 

  ・新任委員もいることから、学校、園をはじめとする施設訪問について提案 

  ・各種総会等への委員出席について案内 

 

以上を持ちまして、令和５年第４回聖籠町教育委員会定例会を終了いたします。

ありがとうございました。 

 

 

 

 



7 

 

以上のとおり、令和５年第４回定例会の会議録に相違ないことを証明する。 

 

 

 

令和５年４月２５日 

 

 

教育長                

 

 

委 員                

 

 


